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渡
島
・
檜
山
地
方
税
滞
納
整
理
機

構
で
は
、
市
町
税
の
滞
納
に
よ
り
差

し
押
さ
え
た
動
産
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
公
売
を
実
施
し
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
参

加
す
る
方
は
、
参
加
申
込
受
付

期
間
中
に
Ｋ
Ｓ
Ｉ
官
公
庁
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
内
の
当

機

構
ペ
ー

ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
k
a
n
k
o
c
h
o
.j

p
/

gov/6066162717/?p=au

）
で
参
加

申
込
手
続
き
を
行
い
、
そ
の
後
、
入

札
期
間
内
に
入
札
を
し
て
く
だ
さ
い
。

【
参
加
申
込
受
付
期
間
】
令
和
８
年

１
月
８
日
（
木
）
13
時
～
１
月
26
日

（
月
）
23
時

【
入
札
期
間
】
令
和
８
年
２
月
２
日

（
月
）
13
時
～
２
月
４
日
（
水
）
23
時

【
公
売
予
定
物
品
】
フ
ィ
ギ
ュ
ア
、

マ
ン
ガ
本
、
家
電
製
品
な
ど

渡
島
・
檜
山
地
方
税
滞
納
整
理
機
構

☎
０
１
３
８-

47-

９
５
９
９

　

季
節
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
・

今
後
雇
用
を
考
え
て
い
る
事
業
所
様

向
け
に
「
ド
ロ
ー
ン
初
心
者
講
習
」

を
開
催
し
ま
す
。
ド
ロ
ー
ン
の
必
要

最
低
限
な
知
識
を
約
２
時
間
の
講
義

に
し
ま
し
た
。受
講
料
は
無
料
で
す
。

【
開
催
日
時
】
令
和
８
年
２
月
10
日

(

火)

13

：

30
～
15

：

30

【
定
員
】
10
名
※
応
募
者
多
数
の
場

合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

【
講
習
場
所
】
八
雲
町
活
性
化
施
設

（
立
岩
３
５
９
番
地
13
）

【
対
象
者
】
季
節
労
働
者
を
雇
用
し

て
い
る
・
今
後
雇
用
を
考
え
て
い
る

事
業
所
様
（
経
営
者
・
事
業
主
・
現

場
責
任
者
）

【
講
習
機
関
】
ド
ロ
ー
ン
教
習
所
新

函
館
北
斗
校

【
講
習
内
容
】
座
学
、
フ
ラ
イ
ト
体

験
※
初
心
者
の
た
め
の
導
入
講
座
で

す
、
資
格
取
得
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
申
込
期
間
】
令
和
７
年
12
月
25
日

（
木
）
～
令
和
８
年
１
月
19
日
（
月
）

※
申
込
期
間
前
・
申
込
期
間
を
過
ぎ

て
の
受
付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
必

ず
期
間
内
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

渡
島
檜
山
北
部
通
年
雇
用
促
進
支
援

協
議
会

☎
０
１
３
７-

64-

３
３
５
５

FAX
０
１
３
７-

62-

２
１
４
９

今
金
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

☎
82-

０
１
１
１

　

確
定
申
告
会
場
で
の
相
談
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
オ

ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
を
お
願
い
し
ま

す
（
会
場
に
お
い
て
当
日
受
付
も

行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
当
日
の
相
談

枠
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
）。

　

な
お
、
確
定
申
告
会
場
で
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ

ホ
申
告
を
ご
案
内
し
て
い
ま
す
が
、

ス
マ
ホ
申
告
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
と
２
種
類
の
パ
ス
ワ
ー
ド

（
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
４

桁
）
及
び
署
名
用
電
子
証
明
書
（
６

～
16
文
字
））
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
事
前
に
確
認
を
お
願
い
し
ま

す
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
及
び
電

子
証
明
書
の
有
効
期
限
に
も
ご
注
意

く
だ
さ
い
）。

　

ま
た
、
譲
渡
所
得
・
贈
与
税
に
関

す
る
確
定
申
告
会
場
で
の
相
談
は
、

火
曜
日
を
除
き
、
専
門
職
員
が
リ

モ
ー
ト
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
相
談
）
で
対
応
し

ま
す
。

【
開
設
期
間
】

令
和
８
年
２
月
16
日
（
月
）

～
令
和
８
年
３
月
16
日
（
月
）

【
相
談
受
付
時
間
】

平
日
の
午
前
９
時
～
午
後
１
時

【
確
定
申
告
会
場
】

八
雲
税
務
署

二
海
郡
八
雲
町
相
生
町
１
０
８
番
地

８
八
雲
地
方
合
同
庁
舎
２
階

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

　

は
こ
ち
ら　

→

八
雲
税
務
署

０
１
３
７-

63-

２
１
４
８

問
合
せ

問
合
せ

問
合
せ

■新年あけましておめでとうご
ざいます。私が八雲町に来てか
ら早くも１年が経ちました。昨
年は、大変お世話になりました。
本年も、変わらぬご支援等よろ
しくお願いいたします。また、皆
様の一年が実りあるものになり
ますよう、お祈り申し上げます。
■さて、今回のテーマは「遺言」
です。年末年始、親族が集まる
とよく話題になるのが、自分や
親、親族が亡くなった後のお話
です。実家をどうするか、など、
いろいろ考えることもあるかと
思います。そこで、以前、相続
放棄のお話をさせていただいた
ので、今回は、別視点から、遺
言のお話をしようと思います。
■遺言は、財産を残す人が、自
分が亡くなった後の財産につい

て、生きているうちに決めてお
くという制度です。財産には、土
地や建物、預貯金が含まれるこ
とはもちろん、犬猫などのペッ
トも財産（大事な家族ですが、民
法では「物」なのです。）になり
ます。これらの財産について、自
分が死んだあと、誰に任せるか
を指定しておくことができるの
が、遺言です。相続の場合には、
法定相続人以外の人に、財産を
譲ることは難しいですが、遺言
の場合には、法定相続人以外の
人にも、財産を譲ることができ
ます。たとえば、お子さんがご
存命の場合、お孫さんは法定相
続人にはなりませんが、家につ
いては、同居しているお孫さん
に譲りたいなどの希望がある場
合には有効な手段です。
■遺言には、自筆証書遺言、公
正証書遺言、秘密証書遺言と、形
式が複数あり、それぞれ、法定
の要件があります。法定の要件

を満たさない遺言については、死
後、効力をもたず、かえって紛
争の種になることもあります。ま
た、遺言があっても、法定相続
人には、最低限の財産（遺留分）
が認められるなど、注意すべき
点もあります。紙面の関係上、詳
細は省略させていただきますが、
遺言を作りたいなどの相談も
承っておりますので、お気軽に
ご連絡下さい。
■相続以外の件についても、当事
務所では、みなさまからの法律相
談を承っております。一定の資力
要件を充たす方であれば、３回ま
で無料の法律相談を承ることもで
きます。お気軽にご相談ください。
相談は事前予約制となっておりま
す。相談予約のお電話は、「法テ
ラス八雲法律事務所（☎050-3383-
8366）」までお寄せくださいませ。

法テラス八雲法律事務所　
         弁護士　小松真優

法テラス八雲通信法テラス八雲通信

死後、財産どうしますか？死後、財産どうしますか？

１１
2026
JANUARY

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
の
お
し
ら
せ

事
業
主
向
け
「
ド
ロ
ー
ン
初
心
者

講
習
」　

参
加
費
無
料

確
定
申
告
会
場
開
設
期
間
等
の
お

知
ら
せ

午前８時30分から午後５時15分までです。
電話連絡による予約をお願いします。
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日本一の「今金男爵」日本一の「今金男爵」
　　　　を守ろう　　　　を守ろう！！！！

ジャガイモシストセンチュウの ジャガイモシストセンチュウの 
拡散防止には町民の皆様のご理拡散防止には町民の皆様のご理
解とご協力が必要です。解とご協力が必要です。

今金町農業協同組合今金町農業協同組合
今金町農林振興課今金町農林振興課

 ～口座振替に関するお知らせ～

　町税【町・道民税、固定資
産税、国民健康保険税、軽自
動車税（種別割）】及び公営住
宅使用料の各税（料）の新規
引落や婚姻等による改姓、納
税者の死亡等により振替口座
が変更となる場合または、納
付方法を変更したい場合は、
毎月15日までに税務住民課課
税収納グループまたは町内の
各金融機関にてお手続きをお
願いいたします。

（ゆうちょ銀行の口座振替は、
直接郵便局にてお手続きをお
願いいたします。）
※ゆうちょ銀行は、手続き完
了まで時間を要すため、各期

（月）の納期限の１ヶ月半前ま
でに郵便局にてお手続きをお
願いいたします。

目指せ車いす目指せ車いす！！目指せ車いす！
リングプル回収事業

○ 現在ストック量…450㎏

　 車いす交換まであと300㎏

今金町社会福祉協議会

※750㎏で車いす一台と交換できます

■令和７年度現在8987件8,640万4,500円

※詳しくは、まちづくり推進課まちひ
と交流グループ又はホームページへ

ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～ゆかりの方にＰＲください～ふるさと納税～
たくさんの期待や思いをお待ちし
ております。皆さんのお知り合い
に、是非、ご紹介ください。

11月末現在の情報です。

求人・求職募集中!!

農林振興課では農林業における
求人・求職を募集しております。
今金町農林振興課無料職業紹介所
（グリーンサポートセンター）

日本年金機構からのお知らせ

【問合せ】税務住民課戸籍年金グループ　☎82-0111

20歳になったら国民年金
　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害を負ったとき、家
族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えよう
という考えで作られた仕組みです。
　日本にお住いの20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入し、保
険料を納付することが義務付けられており、20歳になると「日本年
金機構」から国民年金加入のお知らせが届きます。
　国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続
きなどをわかりやすく動画でご案内しています。
　ぜひ、次の動画をご覧ください。
　（URL）『国民年金の加入と保険料のご案内』　　　　　　　　　　

（2次元コード）
　　　 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html

閉庁日の死亡届に伴う火葬許可証の交付時間は、
届出をする日の前日又は、当日の２時間前に役場へ

　函館開発建設部 今金河川事務所では、後志利別川の樹木を伐採し
て利用したいという企業や住民の方を今年も募集しております。採
取した樹木等は自家消費または販売でも採取した方のご自由です。

※�応募者で伐採・積込・運搬していただく方法と今金河川事務所で
実施する伐開工事で発生した樹木を採取していただく方法の２通
りの公募を実施します。(以下より「伐採・積込・運搬していただ
く方法」を①、「工事で発生した樹木を採取していただく方法」を
②と表現いたします。)

応募期間：①及び② 現在募集中～令和８年１月30日(金)まで
応募方法：�希望される方は応募様式の提出が必要となりますので詳

しくは下記問合せ先までご連絡ください。また函館開建
のホームページでもお知らせしています。

採取期間：①及び② 令和８年４月１日～令和８年10月30日まで
採取場所：①ｰ１後志利別川 田代橋左岸上流 高水敷
　　　　　①ｰ２後志利別川 利別橋左右岸下流 高水敷
　　　　　②後志利別川 兜野橋右岸下流 豊岡水防拠点
採取量　：�伐採・搬出等すべての作業を応募者が行う場合は無料で

す。それ以外は、採取作業工程等により有料となる場合
があります。また採取に関わる除雪等の費用は自己負担
となります。

樹木等採取の概要

後志利別川の後志利別川の樹木採取者募集樹木採取者募集のお知らせのお知らせ

【問合せ】北海道開発局 函館開発建設部 今金河川事務所 河川課
　　　　 ☎82-0041（9:00 ～ 17:00 土・日・祝祭日は除く）

新発見。再発見。ふるさとの魅力。

～檜山に帰省したみなさまへ～

檜山振興局地域創生部地域政策課

0139-52-6481

のんびり、やさしい、
豊かな景観

生まれ育った故郷への応援
生産者の想い・こだわり

地域活性化に向けた取組
地域の魅力の掘り起こし

檜山の暮らしに関する情報
檜山にしぜんと暮らす

移 住特 産
(ふるさと納税)

町おこし観 光

詳しくは檜山振興局のホームページとInstagramから

檜山振興局
ホームページ

檜山振興局
Instagram


